
障害者委託訓練に係るPDCA評価報告 埼玉県 産業労働部 産業人材育成課

評価
執行割合

（訓練実施計画数に対する訓練実績数）
就職率

A＋
80％以上

60％以上

A 55％以上～60％未満

B＋
80％未満

60％以上

B 55％以上～60％未満

C
80％以上

40％以上～55％未満

C－ 40％未満

D
80％未満

40％以上～55％未満

D－ 40％未満

（３）PDCA評価指標について

（２）PDCA評価実施の経緯

〇 多くの都道府県において、訓練実施計画数と訓練実績数の間に
 乖離が見られたことや就職率の目標（55％）未達成の状況が
 続いていることに伴い、厚生労働省の主導のもと、令和６年度
 にPDCA評価が試行的に実施。

〇 令和７年度より本格実施が決定。
〇 令和６年度の試行実施分に係る報告については、地域職業能力

 開発協議会等で報告するよう厚生労働省より通知。
 →令和７年度より初めて報告するものである。 

（１）障害者委託訓練

埼玉県立職業能力開発センターが企業、NPO法人、民間教育訓練機関
等に委託して実施。
 ＜主な訓練コース＞
 ① 実践能力習得訓練コース

  企業等の事業所現場で実務に即した作業実習を行う訓練コース
  （バス車内清掃作業 シイタケ栽培補助作業 など）

② 知識・技能習得訓練コース
  就職に必要な知識や技能を修得する座学を中心とした訓練コース

 ③ e-ラーニングコース
  在宅でのIT技能等の習得を図るコース
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令和4年度

目標 実績

目標管理の指標 訓練実施計画数 訓練受講者数 就職者数 就職率 執行率

就職率55%以上
（訓練修了後
３ヶ月時点）

225  件 205 人 42 人 21.9% 不十分 91.1% 高

評価 C-
令和6年度訓練計

画数への反映
原則10％減

令和6年度委託費
への反映

対前年度より減額

令和4年度から
令和5年度の見

直し内容

就職率55%達成
のための改善
策(C評価・C-
評価・D評価・
D-評価のみ)

令和5年度

目標 実績

目標管理の指標 訓練実施計画数 訓練受講者数 就職者数 就職率 執行率

就職率55%以上
（訓練修了後
３ヶ月時点）

230  件 250 人 35 人 14.8% 不十分 108.7% 高

評価 C-
令和7年度訓練計

画数への反映
原則１０％減

令和7年度委託費
への反映

対前年度より減額

令和5年度から
令和6年度の見

直し内容

就職率55%達成
のための改善
策(C評価・C-
評価・D評価・
D-評価のみ)

・他のコースに比べ執行率の高い実践能力習得訓練コースの計画数を増やした。
　（R4計画：151人→R5計画：169人）

・委託先機関及び各種支援機関等と緊密な連携を図り、事前見学会を開催するなど受講生が抱える不安を取り除
き、安心して訓練に取り組める環境づくりを努めた。

・令和4年度よりｅ－ラーニングコースを開始した。
　（入校者：15人　就職者：2人　就職率：13.3%）

・就労支援機関等との意見交換会などを通じて、施設利用者に関する情報や意向を共有し、安定した訓練生の確保
に努めるとともに、訓練生の就職に対する意識醸成の強化を図った。

・コーディネーター等を中心に、障害者向け就職面接会などあらゆる機会を捉え、実践能力習得訓練コースやｅ－
ラーニングコースの新規訓練先の開拓強化を図った。

・R5執行率が高かったため、R6計画数の総数を増やした。（R5計画：230人→R6計画：240人）
　当県では、様々な障害を持つ方々を幅広く受け入れるため、計画定員を大きく超える多様な講座を設定し、訓練
ニーズに対応した結果、執行率が高くなっている。
　特に実践能力習得訓練コースについては、メニューを定めて応募を待つだけではなく、関連機関と連携して、受
講希望者と訓練機関のニーズを把握しつつほぼオーダーメイドで実施した。

・他のコースに比べ執行率の高い実践能力習得訓練コースの計画数を増やした。
　（R5計画：169人→R6計画：180人）

・引き続き、就労支援機関等との意見交換などを通じて、施設利用者に関する情報や意向を共有し、安定した訓練
生の確保に努めるとともに、訓練生の就職に対する意識醸成の強化を図る。

・コーディネーター等を中心に、障害者向け就職面接会などあらゆる機会を捉え、新規訓練先の企業開拓の強化を
図る。その際、接触した企業に対して、国による障害者雇用率の引き上げや障害者雇用支援策の強化など、障害者
雇用を取り巻く社会情勢の変化や採用した場合の助成金等を説明し、訓練修了生の積極的な採用を前向きに検討す
るよう求める。

・既存の実践能力習得訓練コースの委託先に対して、訓練生のアンケート結果や就労支援機関の要望を反映させ
た、より就職に結び付きやすい訓練コースを開設させる。また、コーディネーター等が就労支援機関と協力して、
所属訓練生の就労に向けた積極的な人物PR等を行うことにより、訓練先への就職を実現させる。
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